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青
森
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青 森 県 報�������	��
 ��
 第2570号�

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

廃
止
年
月
日

上
條
歯
科
医
院

上
條
歯
科
医
院

む
つ
市
新
町
一
〇
の
九

む
つ
市
大
畑
町
新
町
二
二
の
七

平
成
��･

��･

��

〃

�
�
�
�



� �

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
一
号

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
結
核
予
防
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
(第
３
条
､
第
９
条
関
係
)

結
核
予
防
事
業
計
画
書
(実
績
書
)

(単
位
人
､
円
)

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
横
長
と
す
る
｡

第
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

第
六
号
様
式
中

｢

を

｣

青 森 県 報平成17年12月21日 水曜日 第2570号 �

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

指
定
年
月
日

上
條
歯
科
医
院

上
條
歯
科
医
院

お
ひ
さ
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

中
園
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

み
や
し
げ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク田
向
調
剤
薬
局

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ

グ
新
井
田
店

う
き
す
調
剤
薬
局

む
つ
市
新
町
一
〇
の
九

む
つ
市
大
畑
町
新
町
二
二
の
七

青
森
市
橋
本
一
丁
目
九
の
二
六

八
戸
市
大
字
田
向
字
野
堰
二
の
七

つ
が
る
市
木
造
浮
巣
四
五
の
一

八
戸
市
大
字
田
向
字
野
堰
二
の
五

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
法
光
野
二
三
の
六

つ
が
る
市
木
造
浮
巣
四
五
の
二

平
成
��

･

��･

��

〃��･

��･

�

〃〃〃〃〃

� �

区
分

対象人員

受診人員

間
接

撮
影

直
接
撮
影

備
考

保
健
所
実
施
医
療
機
関
実
施
保
健
所

実
施
医
療
機

関
実
施

レ
ン
ズ

カ
メ
ラ
ミ
ラ
ー

カ
メ
ラ㎜

レ
ン
ズ

カ
メ
ラ
ミ
ラ
ー

カ
メ
ラ㎜

高
等
学
校
以
上
の

生
徒
及
び
学
生

そ
の

他

合
計

補
助
基
準
単
価

＠
＠

＠
＠

＠
＠

補
助
基
準
額

事
業
開
始
年
月
日

年
月

日
事
業
完
了
(予
定
)

年
月

日
年

月
日

事
後
検
査
費

精
密
検
査
費

直
接
撮
影
費

事
後
検
査

精
密
検
査

間
接
撮
影

人
人

円



� �
｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	��
 ��
 第2570号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
絆

つ
が
る
市
木
造
千

代
町
三
二
の
一

訪
問
介
護

介
護
セ
ン
タ

ー
絆

つ
が
る
市
木
造
朝

日
一
三
の
六

平
成

��
･

��･

�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ラ

イ
フ
セ
ー
バ

ー
コ
ー
ポ
レ

ー
シ
ョ
ン

青
森
市
大
字
滝
沢

字
下
川
原
一
四
の

一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ミ
ン
ト

佃
な
ご
み

青
森
市
中
佃
三
丁

目
一
八
の
九

平
成

��

･

��･

��

松
下
ラ
イ
フ

エ
レ
ク
ト
ロ

ニ
ク
ス
株
式

会
社

大
阪
府
大
阪
市
北

区
末
広
町
二
の
四

〇

福
祉
用
具

貸
与

松
下
Ｌ
Ｅ
Ｃ

青
森

青
森
市
第
二
問
屋

町
三
丁
目
七
の
一

〇

〃

社
会
福
祉
法

人
平
舘
村
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
あ

ん
じ
ん
の
郷

シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
二
二
の
三

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
平
舘
村
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

通
所
介
護

平
舘
村
社
会

福
祉
協
議
会

指
定
通
所
介

護
事
業
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
平
舘
村
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

訪
問
介
護

平
舘
村
社
会

福
祉
協
議
会

指
定
訪
問
介

護
事
業
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
蟹
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

通
所
介
護

社
会
福
祉
法

人
蟹
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
蟹
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
蟹
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
蟹
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

訪
問
入
浴

介
護

社
会
福
祉
法

人
蟹
田
町
社

会
福
祉
協
議

会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

〃

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

訪
問
看
護

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

��

･

��･

�

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

〃

� �

直
接
撮
影

間
接
撮
影

人
人

円
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青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
六
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
一
月
八
日
及
び
十
一
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試

験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年12月21日 水曜日 第2570号 �

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

居
宅
療
養

管
理
指
導

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
平

舘
村
社
会
福
祉
協

議
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

平
舘
村
社
会
福
祉

協
議
会
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
所

東
津
軽
郡
外
ケ
浜

町
字
平
舘
野
田
鳴

川
二
〇
八
の
一

平
成

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法
人
蟹

田
町
社
会
福
祉
協

議
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

蟹
田
町
社
協
指
定

居
宅
介
護
支
援
事

業
所

東
津
軽
郡
外
ケ
浜

町
字
下
蟹
田
四
三

の
二

〃

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合
健
生
平
賀

診
療
所

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
柳

田
二
四
八
の
二

��･

��･

�

有
限
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
上
町

二
五
の
二

居
宅
支
援

｢

ゆ
う

じ
ょ
う｣

黒
石
市
大
字
上
町

二
五
の
二

��･
�･
��

名

称

開

設

の

場

所

指
定
辞
退

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

あ
ん
じ
ん
の
郷

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
野
田
鳴
川
二
二
二
の
三

平
成

��･

��･

��

臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対

象

者

訓
練
科

訓

練

期

間

定

数

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術

専
門
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業
安
定

所
長
か
ら
職
業

訓
練
の
受
講
推

薦
を
受
け
た
者

パ
ソ
コ

ン
基
本

操
作
科

一
二
日

一
五
人

� �



�
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公 告

青 森 県 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 に よ る 適 合 証 の 交 付 の 公 表

青 森 県 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 ( 平 成 十 年 十 月 青 森 県 条 例 第 四 十 六 号 ) 第 十 三 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 適 合 証 を 交 付 し た の で 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 公 表 す

る 。
平 成 十 七 年 十 二 月 二 十 一 日

青 森 県 知 事 三 村 申 吾

青
森
県
報

�
�
��
�
��
	
��
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25
70
号
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製造事業場等の

名称及び所在地

収 去 場 所 飼 料 の 名 称

製

造

年

月

試 験 結 果 の 概 要
違
反
の
内
容

粗
た
ん
白
質

粗

脂

肪

カ
ル
シ
ウ
ム

リ

ン

粗

繊

維

粗

灰

分

塩
基
性
窒
素

揮

発

性

水
溶
性
窒
素

消

化

率

ペ
プ
シ
ン

Ｄ

Ｃ

Ｐ

Ｔ

Ｄ

Ｎ

Ｍ

Ｅ

検

査

そ
の
他
の

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ kcal�㎏ 水分％

日和産業株式会社
八戸工場
八戸市大字河原木字
海岸24の9

同 左

トキワ印配合飼料 トキワ
幼雛ＡＰ 17.10 25.5 4.3 1.09 0.70 1.6 4.9 ― ― ― ― ― 3,020 11.7

ニチワ印成鶏飼育用配合飼
料 ニュースター 17.10 18.1 4.4 3.76 0.66 2.5 11.7 ― ― ― ― ― 2,870 12.2

ニチワ印ブロイラー肥育後
期用配合飼料 ＥＰゴール 17.11 17.6 6.8 0.90 0.51 2.1 4.5 ― ― ― 0.0 ― 3,180 12.7

ニチワ印ブロイラー肥育前
期用配合飼料 パワースター
ターＮＹ

17.11 23.1 6.0 0.96 0.62 2.4 5.1 ― ― ― 0.0 ― 3,170 13.0

ニチワ印成鶏飼育用配合飼
料 トキワ2Ｂ 17.11 17.7 5.3 3.86 0.63 2.4 12.0 ― ― ― 0.0 ― 2,940 12.0

みちのく飼料株式会
社
八戸市大字河原木字
海岸24の9

同 左

ニチワ印若令牛育成用配合
飼料 カーフ14 17.11 14.5 3.2 0.75 0.56 5.4 5.5 ― ― ― 0.0 72.0 ― 13.7

開拓たくみ仕上00 17.11 12.9 3.4 0.58 0.63 4.8 4.3 ― ― ― 0.0 73.1 ― 13.5

ＮＨ牛肥育仕上 17.11 13.3 6.4 0.75 0.49 4.2 5.0 ― ― ― 0.0 77.5 ― 13.6

ニチワ印 肉牛用配合飼料
ベースキロサ 17.11 8.0 3.9 0.10 0.31 2.7 1.8 ― ― ― 0.0 79.0 ― 14.6

全畜連 和牛繁殖用みどり 17.11 15.4 3.4 1.11 0.55 8.7 7.8 ― ― ― 0.0 67.8 ― 12.6

注 試験結果の概要の欄中栄養成分に関する調査にあっては､ 個別検査項目に分析結果を示し､ 違反の内容の欄に表示成分量に対する過不足量等を示す｡
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県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
川
平
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

今
別
町
役
場

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

二
千
五
十
二
万
九
千
六
百
三
十
九
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
鮫
九
五
の
一

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

東
棟
六
階
Ａ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
八
年
一
月
十
七
日

午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
八
年
一
月
十
一
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
八
戸
市
大
字
鮫
町
字
鮫
九
五
の
一
に
お
い
て

現
場
説
明
を
行
う
。

青 森 県 報平成17年12月21日 水曜日 第2570号 �

適
合
証
交
付
に
係
る

公
共
的
施
設
の
名
称

所

在

地

種

類

交
付
年
月
日

中
園
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
大
字
田
向
字
野
堰
二
の
七

医
療
施
設

平
成
��

･

��･

��

所

在

地

地

目

地

積

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
鮫
九
五
の
一
の
内

宅

地

九
九
一
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

� �



� �

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

津
軽
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日西

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
六
号

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二

十
一
日
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭

和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

青 森 県 報�������	��
 ��
 第2570号�

開
発
区
域

(

工
区)
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
前
谷
地
九
二

の
四
八
三

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
七
五

六
ケ
所
村
長

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

監

事

〃〃〃〃〃

山
口

久
次

蝦
名
鐵
之
助

小
山
内

實

工
藤

眞

山
口

久
次

蝦
名
鐵
之
助

つ
が
る
市
木
造
大
畑
朽
葉
六
四
の
二

〃

稲
垣
町
豊
川
酒
田
二
九
の
二

〃

牛
潟
町
塚
野
沢
一
〇
四
の
一

〃

木
造
丸
山
竹
鼻
二
〇

〃

木
造
大
畑
朽
葉
六
四
の
二

〃

稲
垣
町
豊
川
酒
田
二
九
の
二

平
成

��

･

��･

��就
任

〃〃〃��･

��･

��退
任

〃

〃〃

野
呂

勝
男

小
山
内

實

〃

木
造
濁
川
浅
井
一
二
の
一

〃

牛
潟
町
塚
野
沢
一
〇
四
の
一

〃〃

公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影

青
森
県
立
青
森
戸
山

高
等
学
校
長
印

青
森
県
立
青
森
戸
山

高
等
学
校
長
印

� �



� �

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七

(

管
理
職
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監

｣

を

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監

に
改
め
る
。

新
幹
線
効
果
活
用
企
画
監

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七(

管
理
職
手
当)

の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
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奥
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価
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